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衆
議
院
議
員
深
澤
義
守
君
提
出
農
業
協
同
組
合
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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一 

政
府
は
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
三
條
の
規
定
に
基
き
、
全
国
段
階
、
府
県
段
階
の
組
合
又
は
連
合
会
に
つ
い
て 

は
、
そ
の
業
務
報
告
書
の
提
出
を
求
め
て
監
督
指
導
を
実
施
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
第
七
回
国
会
を
通
過
し
た
農
業

協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

法
律
第
百
三
十
七
号)

に
よ
り
行
政
庁
は
毎
年
一
回
を
常
例
と
し
て
組
合
の
検
査

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
つ
た
。
現
在
ま
で
に
、
全
国
段
階
の
連
合
会
四
、
府
県
段
階
の
連
合
会
二
十
二
の
検

査
を
実
施
し
て
い
る
。
な
お
、
今
後
検
査
に
関
す
る
予
算
の
計
上
を
ま
つ
て
積
極
的
に
検
査
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。 

二 

第
八
回
臨
時
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た｢

主
要
食
糧
供
出
報
奬
物
資
の
配
給
に
伴
う
損
失
の
補
て
ん
に
関
す
る
法
律｣

に

基
ず
き
、
政
府
は
、
昭
和
二
十
五
年
二
月
末
現
在
農
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
配
給
機
関
が
保
有
し
て
い
た
主
食
供
出
報
奬 

、

こ
の
検
査
は
、
組
合
の
育
成
指
導
を
図
る
た
め
に
経
営
に
関
す
る
助
言
、
法
令
等
に
違
反
す
る
事
項
の
是
正
、
会
計
上
の

誤
謬
事
項
の
訂
正
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
刑
事
上
の
摘
発
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
一
般

に
公
開
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
思
料
す
る
。 

衆
議
院
議
員
深
澤
義
守
君
提
出
農
業
協
同
組
合
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

、
三 

 



三 

経
済
調
査
庁
で
は
、
農
業
協
同
組
合
に
つ
い
て
、
質
問
の
意
味
す
る
よ
う
な
業
務
状
況
一
般
の
報
告
を
求
め
た
こ
と
は

な
い
。
た
だ
二
、
で
述
べ
た
通
り
、
供
出
報
奬
物
資
損
失
補
て
ん
に
つ
い
て
、
二
月
末
現
在
の
在
庫
分
に
限
り
、
補
償
す

る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
の
で
、
都
道
府
県
知
事
の
農
林
省
に
対
す
る
在
庫
量
の
報
告
が
果
し
て
正
当
な
も
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
、
本
年
六
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間
、
全
体
の
在
庫
量
に
お
い
て
約
二
〇
％(

在
庫
金
額
に
し
て
約
五
〇
％)

に
つ
い

、

物
資
の
う
ち
、
衣
料
品
、
自
転
車
、
魚
肥
を
農
家
に
売
り
渡
す
た
め
に
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
損
失
を

補
て
ん
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
、
右
品
目
の
二
月
末
現
在
保
有
量
を
調
査
す
る
こ
と
と
し
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
四
日

知
事
を
通
じ
市
町
村
長
に
農
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
配
給
機
関
の
商
品
受
拂
簿
に
つ
き
調
査
す
る
よ
う
依
賴
し
た
。
そ
の

結
果
を
品
目
別
に
集
計
し
、
一
方
当
時
の
経
済
状
態
に
お
い
て
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
値
引
率
を
定
め
て
積
算
を
行
い
、
政

府
の
負
担
す
べ
き
損
失
の
額
を
算
定
し
た
結
果
八
億
九
千
八
百
八
十
二
万
三
千
円
と
な
つ
た
。
こ
の
う
ち
昭
和
二
十
五
年

三
月
三
十
一
日
の
閣
議
決
定
に
よ
り
取
扱
卸
商
よ
り
値
引
き
さ
る
べ
き
金
額
三
億
三
千
四
百
万
円
を
差
引
き
、
五
億
六
千

四
百
八
十
二
万
三
千
円
を
昭
和
二
十
五
年
度
補
正
予
算
に
計
上
し
た
。 

、
、

、

四 

 



 

五 

て
調
査
し
た
が
、
そ
の
結
果
実
在
庫
量
は
、
一
、
三
九
八
、
〇
三
四
、
〇
三
〇
円
で
、
過
大
報
告
を
し
て
い
た
も
の
は
金
額

に
し
て
一
〇
七
、
三
六
〇
、
二
九
四
円
、
過
少
報
告
を
し
て
い
た
も
の
は
、
五
八
、
八
〇
三
、
一
四
六
円
で
あ
る
の
で
、

食
糧
庁
に
対
し
て
補
償
金
の
不
当
支
出
と
な
ら
な
い
よ
う
に
右
の
結
果
を
連
絡
し
て
い
る
。 

四 

一
、
で
述
べ
た
通
り
、
組
合
の
検
査
の
結
果
、
内
容
に
つ
い
て
一
般
に
公
開
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
思
料
す
る
。

但
し
、
検
査
の
結
果
改
め
る
べ
き
点
等
に
つ
い
て
は
、
県
当
局
に
指
示
を
與
え
て
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




